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分科会

償却資産の課税免除・不均
一課税 2

低工地区の指定は望月町はされてい
ない、他の３市町村は行っており内容
は同じである。農工地区は４市町村とも
行っているが内容に違いがある。

低工地区の不均一課税は、１７年度課税分
をもって終了となるため、平成17年度の税率
は　0.56/100　とする。
農工地区については、制度は「農村地域工
業等導入促進法」により、税率は　初年度
0/100   ２年度0.28/100  ３年度0.56/100　と
する。

低工地区の不均一課税は、１７年度課税分をもって終了とな
る。
農工地区については、国における制度の適用期限の延長が
続けられいるが、財政力指数による5年ごとの減収補填地区
指定要件の見直しにより、該当地区より外れる可能性があ
る。
新市において新たな助成制度を定める。
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